
　民商の“自主記帳”が、事業者としてのあなたの力を強めます。
　助け合いの民商だから、めんどうな記帳・経理も、仲間とお喋りしなが
ら、気軽に楽しく学べます。
　「税金は人任せで分からない」「消費税は関係ない」というあなたこそ、民
商の学習会で、消費税改悪の影響をリアルにつかみ、「消費税につぶされな
い」対策を、民商の自主記帳・自主計算で始めましょう ！

　インボイスは、8％と10％の税率毎
に請求額（領収額）をまとめた請求書
や領収書です。消費税が2019年10月
に10％になれば、経過措置（～23年9
月30日）が終了すると、取引相手から
事業者登録番号が明記されたインボ
イスが求められます。それがなければ
取引相手は、消費税の納税額から仕入
れ・経費に掛かる消費税を差し引くこ
とが、認められなくなるからです。

　売り上げ・仕入れ・経費など、資金の流れを自分でつかむ自主計算は、景気や顧
客の動きが見えてきます。ムダな経費の節約、計画的な仕入れ、適切な在庫管理な
ど、経営改善のヒントも湧きます。自主記帳・自主計算で生計費もしっかり把握し、
営業と暮らしを見直しましょう。

　そもそも消費税は、売り上げ分の消
費税から、仕入・経費分の消費税を差
し引いて、納税額を計算します。仕入
れ・経費の消費税が引けなければ、消
費税の納税額が増えてしまいます。
　インボイスを出せるのは、消費税の
課税業者に限られる上、税務署に申請
して事業者登録番号を受けることが
必要です。

　消費税免税業者は、登録番号が発行されず、インボイスが出せません。免税業者は、取
引先や親請けから取引を断られたり、消費税を税務署に支払う課税業者になるよう、求
められたりすることが懸念されます。「免税業者だから、消費税は関係ない」と言ってはい
られません。

フリーランスも消費税課税に

一人親方も免税でいられない？ 飲食店も消費税課税を選択？

商売と暮らしのお金の流れ、
自分でつかみ見直しを　(^^)/

　「事業概況についてのお尋ね」などの書類や、「売り上げが分かるものを持って来
署を」という電話が、税務署から来ています。「突然、店と自宅に入られた」と乱暴な
税務調査に、悲鳴があがっています。通常の税務調査は、納税者本人の同意が必要
です。毅然と対応できるよう、権利を身に付け、自主記帳・自主計算で自信をつけま
しょう。

税務署の“お尋ね”や“調査”は、
自信を持って対応を　　(^^)/

　払い切れない税金・保険料には、最低生活保障や生業維持のため、分割納付・延
滞税免除・差し押さえ解除ができる制度があります。「借金して払え」「売掛金を差
し押さえる」など、人権無視・商売潰しの取り立ては許されません。納付困難な実情
は、自主記帳・自主計算で数字に示して、役所との納付相談に臨みましょう。

払い切れない税金・保険料は、
ムリせず猶予申請を　　(^^)/

自営業・小企業・フリーランスも

商売の相談は民商へ
消費税増税中止へ署名にご協力を
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自営業・小企業・フリーランスも

商売の相談は民商へ
消費税増税中止へ署名にご協力を
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府は、消費税率10％引き上げとともに、消費税の仕組みを大きく変えようとしています。
　まず、10％・８％の税率を適用する複数税率（軽減税率）制度の導入です。食料品や一定の新

聞などを８％とし、その対応として、税率ごとに請求額（領収額）をまとめた適格請求書（＝インボイス）
の発行を義務付けるとしています。
　インボイスは、課税業者だけが発行できる仕組みです。免税業者は、インボイスが出せないため、取
引相手から商取引を断られる恐れがあります（取引排除）。財務省は、その制度目的を「納税者同士で
相互けん制を図る」と説明。事業者にとってはまさに、消費税インボイスの“いんぼう”です。
　消費税の制度変更が、自分の商売にどう関わるかを正確に把握する学習会や「つぶされない対策」
「増税中止の運動」に、民商でご一緒に取り組みましょう。

民商・全商連HP更新中 検 索民商に相談
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免税業者は、取引を断られ、
課税選択を迫られる？
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